大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給要綱

（目的）
第１条　食料品等の価格の高騰の影響を受ける社会福祉施設等において福祉等に係る業務に従事する者（以下「従事者」という。）を支援することを目的とし、社会福祉施設等従事者支援金（以下「支援金」という。）を予算の範囲内において支給することとし、その支給に関して、「大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給規則」（令和５年大阪府規則第４号）（以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

（支給の対象）
第２条　知事は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、規則第２条第１項に規定する支援金（以下「大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第１弾）」という。）、規則第２条第２項に規定する支援金（以下「大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）」という。）又は規則第２条第３項に規定する支援金（以下「大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）」という。）を支給するものとする。
（１）別表に掲げる施設等（以下「施設等」という。）において10日以上勤務していたこと。
　（２）１日以上、当該施設等の利用者等と接する業務に従事していたこと。
[bookmark: _Hlk150854357]２　規則第２条第１項第３号に定める地方公務員とは、施設等において前項第２号に掲げる業務に、その身分で従事していた者を指す。

（支給の申請）
第３条　支援金の支給を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、次の表の左欄に掲げる支援金の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を第５項に定める日までに提出するものとする。
	支援金の区分
	書類

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第１弾）
	（1） 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業申請書（個人申請用）（様式第１－１号）
（２）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）
	（1） 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業申請書（個人申請用）
（様式第１－２号）
（２）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）
	（1） 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業申請書（個人申請用）
（様式第１－３号）
（2） 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類


２　規則第１０条第２項に定める受任施設代表者（以下「受任施設代表者」という。）は、従事者に対し、支援金の支給申請の意思について確認を行い、次の表の左欄に掲げる支援金の区分に応じ、同表の右欄に掲げる書類を第５項に定める日までに提出するものとする。

	支援金の区分
	書類

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第１弾）
	（１）大阪府社会福祉施設等従事者支援事業申請書（施設申請用）
（様式第２－１－１号）
（２）大阪府社会福祉施設等従事者支援事業受領希望従事者一覧
（様式第２－２－１号）
（３）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）
	（１）大阪府社会福祉施設等従事者支援事業申請書（施設申請用）
（様式第２－１－２号）
（２）大阪府社会福祉施設等従事者支援事業受領希望従事者一覧
（様式第２－２－２号）
（３）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）
	（１）大阪府社会福祉施設等従事者支援事業申請書（施設申請用）
（様式第２－１－３号）
（２）大阪府社会福祉施設等従事者支援事業受領希望従事者一覧
（様式第２－２－３号）
（３）前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類


３　施設等に勤務していた支給の対象となる従事者が申請日に当該施設等に勤務していない場合においても、当該従事者の要請に応じて、従事者が勤務していた施設等のいずれかの施設等の代表者が受任施設代表者として支援金の支給申請を行うことができるものとする。
４　受任施設代表者が前項の規定による申請を行う場合、同一従事者にかかる申請について他の施設等と重複がないことを確認した上で申請を行うものとする。
５　規則第４条に定める期日は、次の表の左欄に掲げる支援金の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期日とする。ただし、郵送により申請する場合は、当該期日を過ぎて提出されたものであっても当該期日までの通信日付印が押印されているものは有効とする。
	支援金の区分
	期日

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第１弾）
	令和５年２月15日

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）
	令和６年１月19日

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）
	令和８年３月23日



（支給の方法）
第４条　支援金は、規則第３条に規定された額に相当するギフトカードを交付することにより支給するものとする。

（支給の決定の通知）
第５条　知事は、規則第５条の規定により支援金の支給を決定したときは、申請者又は受任施設代表者に対するギフトカードの交付をもって規則第６条の支給の決定の通知とみなす。
２　知事は、規則第５条第１項の審査の結果、支援金を支給することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪府社会福祉施設等従事者支援金不支給決定通知書（様式第３－１号）、大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）不支給決定通知書（様式第３－２号）又は大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）不支給決定通知書（様式第３－３号）により申請者又は受任施設代表者に通知するものとする。
３　前項の規定による通知は、大阪府行政オンラインシステムを利用して行うことができるものとする。

（支給の決定の取消通知）
第６条　知事は、規則第７条の規定による通知は、大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給決定取消通知書（様式第４－１号）、大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）支給決定取消通知書（様式第４－２号）又は大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）支給決定取消通知書（様式第４－３号）により申請者又は受任施設代表者に通知するものとする。
２　前項の規定による通知は、大阪府行政オンラインシステムを利用して行うことができるものとする。
３　規則第７条第２項の知事が定める期日は、次の表の左欄に掲げる支援金の区分に応じ、同表の右欄に掲げる期日とする。
	支援金の区分
	期日

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第１弾）
	令和５年６月30日

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第２弾）
	令和６年３月31日

	大阪府社会福祉施設等従事者支援金（第３弾）
	令和８年８月31日



（調査等）
第７条　知事は、本事業の適正な執行を図るため必要があると認める時は、必要な調査を行うことができる。
２　従事者又は受任施設代表者支給の決定を受けたものは前項の調査等に応じなければならない。

（書類の保管）
第８条　支援金の支給を受けた者又は受任施設代表者は、支援金の支給に係る手続き及び受領に係る支払記録、第３条に規定する書類及びその関係書類を当該支援金の支給の決定があった会計年度の終了後５年間保存しなければならない。

（雑則）
第９条　この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は別に定める。

附　則
（施行期日）
この要綱は、令和５年１月16日から施行する。


附　則
（施行期日）
この要綱は、令和５年３月13日から施行する。

附　則
（施行期日）
この要綱は、令和５年４月28日から施行する。

　附　則
（施行期日）
この要綱は、令和５年11月24日から施行する。

　附　則
（施行期日）
この要綱は、令和８年２月９日から施行する。



別表　対象施設等
	サービス種別
	区分
	施設等

	保護施設

	入所系
	救護施設
更生施設

	児童福祉施設等
	入所系
	乳児院
児童養護施設
児童心理治療施設
母子生活支援施設
女性自立支援施設
児童自立生活援助事業
ファミリーホーム
妊産婦等生活援助事業所
児童自立支援施設
子育て短期支援事業所
児童を一時保護する施設
里親（基準日に、児童福祉法第２７条第１項第３号に基づく委託、並びに同法第２８条申立て等により一時保護委託を受けている者）

	
	通所系
	保育所
幼保連携型認定こども園
認可外保育施設（ただし届出除外施設を除く）
放課後児童健全育成事業所（放課後児童クラブ）
幼稚園型認定こども園
保育所型認定こども園
地域型保育事業所（家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業）
一時預かり事業所（一般型）
病児保育事業所（病児対応型、病後児対応型）
幼稚園
乳児等通園支援事業所
私立各種学校で、もっぱら日本国に居住する外国人を対象とする学校のうち、修学者の年齢層が概ね幼稚園の修学年齢に相当する課程等を設置している学校であって、大阪府教育長が特に必要と認める学校（ただし、当該課程等の従事者に限る）
児童心理治療施設（通所部）

	
	訪問系等
	児童厚生施設（児童館）
利用者支援事業所
母子・父子福祉施設
地域子育て支援拠点事業所
子育て援助活動支援事業所（ファミリー・サポート・センター事業）
児童家庭支援センター
里親支援センター
社会的養護自立支援拠点事業所
養育支援訪問事業を行う者
認可外保育施設（ただし届出除外施設を除く）
地域型保育事業所（居宅訪問型保育事業）
一時預かり事業所（居宅訪問型）
病児保育事業所（非施設型（訪問型））

	障害児者施設
	入所系
	療養介護事業所
施設入所支援事業所
共同生活援助事業所
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設
短期入所事業所
福祉ホーム事業所

	
	通所系
	生活介護事業所
自立訓練（機能訓練）事業所
自立訓練（生活訓練）事業所
就労移行支援事業所
就労継続支援（A型）事業所
就労継続支援（B型）事業所
児童発達支援事業所
就労選択支援事務所
日中一時支援事業所
地域活動支援センター
盲人ホーム事業所
放課後等デイサービス事業所

	
	訪問系等
	居宅介護事業所
重度訪問介護事業所
同行援護事業所
行動援護事業所
自立生活援助事業所
就労定着支援事業所
居宅訪問型児童発達支援事業所
保育所等訪問支援事業所
相談支援（地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談）事業所
重度障害者等包括支援事業所
基幹相談支援センター・障害者相談支援事業所
移動支援事業所
盲ろう者向け通訳・介助員養成研修及び派遣事業所
訪問入浴サービス事業所

	介護施設
	入所系
	介護老人福祉施設（定員３０名以上）
地域密着型介護老人福祉施設（定員２９名以下）
介護老人保健施設
介護医療院
養護老人ホーム
軽費老人ホーム
認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
介護予防認知症対応型共同生活介護事業所
有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅（有料該当）
小規模多機能型居宅介護事業所
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
短期入所生活介護事業所
介護予防短期入所生活介護事業所
短期入所療養介護事業所
介護予防短期入所療養介護事業所

	
	通所系
	通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所
介護予防通所リハビリテーション事業所
地域密着型通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
介護予防認知症対応型通所介護事業所
通所型サービス事業所
その他の生活支援サービス（通所系）事業所

	
	訪問系等
	訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
介護予防訪問入浴介護事業所
訪問リハビリテーション事業所
介護予防訪問リハビリテーション事業所
訪問看護事業所
介護予防訪問看護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
居宅介護支援事業所
介護予防支援事業所
訪問型サービス事業所
その他の生活支援サービス（訪問系）事業所
介護予防ケアマネジメント事業所
地域包括支援センター
福祉用具貸与事業所
介護予防福祉用具貸与事業所



